
事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

1① B 継続 NPO法人おしどりネッ
ト

⿃取県地域医療連携ネットワーク（おしどりネット）構築に係る次の経費（更新に係る
費⽤については、事業の目的が、ネットワークの機能の追加や⾒直しであり、それらを実現
するための⼿段としてサーバーの更新も含まれる場合に限る）
・データセンターにおけるサーバー等の構築費
・各医療機関における開⽰⽤サーバーの構築費
・各医療機関における情報連携⽤のSS-MIXサーバーの構築費
・回線の構築費
・セキュリティ対策構築費
・機能拡充のための改修に係る経費

県が必要と認めた額 10/10

1② B 継続 病院、診療所

⿃取県地域医療連携ネットワーク（おしどりネット）に相互参照機関として新たに参加
（閲覧のみの参加から相互参照による参加へ移⾏する場合を含む。）するために必要
な次の経費
・ネットワーク構築費、備品購入費(取付工事費を含む）

県が必要と認めた額 10/10

1③ B 継続
病院、診療所、その
他県が必要と認めた
者

医療機関等の相互連携（患者紹介・転院調整）に係る地域医療ネットワークに新たに
参加するために要する次の経費（おしどりネット以外）

ネットワーク構築費、備品購入費(取付工事費を含む）

県が必要と認めた額 1/2

・開設主体が同一の法
人である施設間に限定し
た医療情報連携のための
費⽤については、当該情
報連携は当該法人のみ
に裨益するものであること
から基⾦対象外。
・個別システム（ネット
ワーク）を構築する必要
性があり、おしどりネットで
は代⽤できないものに限
る。
・電子カルテ・部門システ
ムの導入・更新費⽤は対
象外。

1④ B 精神科医療機関機能分化推進事業
（施設整備） 精神科医療機関

精神科の病床削減・病室の個室化、精神科・重度認知症デイケア施設の整備、精神
科救急外来医療センターの設置等により精神科医療機関の機能分化を図るための施
設整備費（設計費、工事費、工事請負費）

県が必要と認めた額 1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1⑤ B 精神科医療機関機能分化推進事業
（設備整備） 精神科医療機関

精神科の病床削減・病室の個室化、精神科・重度認知症デイケア施設の整備、精神
科救急外来医療センターの設置等により精神科医療機関の機能分化を図るための設
備整備費

県が必要と認めた額 1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1.地域医療構
想の達成 1⑥ B 継続

地域医療⽀援病院・がん診療連携拠
点病院等の患者に対する⻭科保健医
療推進事業

病院 地域医療⽀援病院やがん診療連携拠点病院等における⻭科保健診療に必要な設備
整備費 １か所当たり　8,000千円 1/2

1⑦ B 急性期医療充実施設整備事業 救急医療機関 急性期医療の充実に必要な施設整備費 １か所当たり　10,000千円 1/2

1⑧ B 急性期医療充実設備整備事業 救急医療機関 急性期医療の充実に必要な設備整備費 １か所当たり　10,000千円 1/2

継続

1.地域医療構
想の達成 医療情報ネットワーク整備事業

1.地域医療構
想の達成

継続

令和８年度地域医療総合確保基金（医療分）事業メニュー

1.地域医療構
想の達成

Ａ事業︓県において令和８年度当初予算措置を⾏い、国からの基⾦配分額にかかわらず、実施する可能性が⾼い事業
Ｂ事業︓県において令和８年度当初予算措置を⾏わず、国からの基⾦の配分が⼗分にあった場合に限り、採択の可否を審査の上、県の補正予算措置を⾏う事業
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

1⑨ B 継続 病床の機能分化・連携推進基盤整備
事業（施設整備）

病院、有床診療所、
その他病床の機能分
化・連携推進に寄与
すると県が認めた者

病床の機能分化、連携を進めていく上で必要な施設整備費（設計費、工事費、工事
請負費） 県が必要と認めた額 1/2

・基準額は国の標準単
価（１㎡当たり484千
円）を参考に算出
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1⑩ B 継続 病床の機能分化・連携推進基盤整備
事業（施設改修）

病院、有床診療所、
その他病床の機能分
化・連携推進に寄与
すると県が認めた者

病床削減に伴い不要となる病棟・病室等を他の⽤途へ変更（機能転換以外）するた
めに必要な改修費⽤（設計費、工事費、工事請負費）

⽤途変更⾯積１㎡あたり
200,900円（鉄筋コンクリート造）
175,100円（ブロック造）

1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1⑪ B 継続 病床の機能分化・連携推進基盤整備
事業（設備整備）

病院、有床診療所、
その他病床の機能分
化・連携推進に寄与
すると県が認めた者

病床の機能分化、連携を進めていく上で必要な設備整備費 県が必要と認めた額 1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1⑫ B 継続 病床の機能分化・連携推進基盤整備
事業（損失費⽤） 病院、有床診療所

病床削減に伴い、不要となる建物（病棟・病室等）や不要となる医療機器の処分
（廃棄、解体⼜は売却）に係る損失（財務諸表上の特別損失に計上される⾦額に
限る）

※医療機器については、廃棄⼜は売却した場合に発⽣する損失（「固定資産除却
損」、「固定資産廃棄損」及び「固定資産売却損」）のみを対象とする（「有姿除却」は
対象としない）。
※建物については、廃棄⼜は売却した場合に発⽣する損失を対象とするが、法人税法
上「有姿除却」として認められる場合に限り、廃棄⼜は売却を伴わない損失（固定資産
除却費）についても対象とする。この場合、翌年度以降、解体する際に発⽣する損失
（固定資産廃棄損）についても対象とする。
※「固定資産売却損」については、関係事業者への売却は対象外とし、第三者への売
却のみを対象とする。ただし、複数の不動産鑑定⼠や専門業者の鑑定状況を踏まえた、
市場価格と⼤幅な乖離がない場合（売却後に「購入者が未使⽤」⼜は「売却者が継
続使⽤」する場合を除く。）は、関係事業者でも対象とする。

県が必要と認めた額 1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1⑬ B 継続 病床の機能分化・連携推進基盤整備
事業（人件費） 病院、有床診療所

早期退職制度（法人等の就業規則等で定めたものに限る）の活⽤により上澄みされ
た退職⾦の割り増し相当額（地域医療構想の達成に向けた機能転換や病床削減に
伴い退職する職員に限り対象とする。）

職員1人当たり6,000千円 1/2
・事業実施にあたり、地
域医療構想調整会議に
おいて合意を得ていること

1.地域医療構
想の達成 1⑭ B 継続 新たな地域医療構想における精神医療

体制推進事業
病院、有床診療所、
その他県が認めた者

事業の実施に必要な報償費、旅費、需⽤費（消耗品費、⾷糧費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費、⼿数料）、使⽤料及び賃借料、委託料、備品購入費 県が必要と認めた額 10/10

1⑮ B 継続 単独⽀援給付⾦⽀給事業

1⑯ B 継続 統合⽀援給付⾦⽀給事業

1⑰ B 継続 債務整理⽀援給付⾦⽀給事業

※別紙１参照

1.地域医療構
想の達成

1.地域医療構
想の達成
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2① A 継続 在宅医療連携拠点事業
地区医師会、事業
の実施に向け県が必
要と認めた者

在宅医療を提供する機関等を拠点として、介護⽀援専門員の資格を持つ看護師等及
び医療ソーシャルワーカーを配置し、以下に⽰す（１）〜（６）の活動等を通して地
域における包括的かつ継続的な在宅医療を提供するための体制構築に要する次の経
費

事業の実施に必要な給与費（常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利
費）、諸謝⾦、賃⾦、旅費、需⽤費（消耗品費、印刷製本費、会議費）、役務費
（通信運搬費、雑役務費）、使⽤料及び賃借料、委託料、備品購入費
（１）地域の医療・介護関係者による協議の場の定期開催
（２）地域の医療・介護資源の機能等の把握及び地域包括⽀援センター等との連携
（３）効率的で質の⾼い２４時間対応の在宅医療提供体制の構築及びチーム医療
や多職種協働のための情報共有
（４）在宅医療に関する普及啓発活動
（５）地域連携クリティカルパスの策定・運⽤（事業実施主体が地区医師会の場合に
限る。）

１か所当たり　5,000千円、
第３欄に掲げる県が必要と認めた者の場合
は、県が必要と認めた額

10/10

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2② A 継続 在宅医療推進のための看護師育成⽀
援事業

⿃取⼤学医学部附
属病院

在宅医療推進を図り訪問看護等人材育成するための（１）〜（３）の教育コースに
係る次の経費
（１）在宅⽣活志向をもつ看護師育成コース（入職後3年間）
（２）在宅医療・看護体験コース（6か⽉間）
（３）訪問看護能⼒強化コース（1年間）

人件費、報償費（謝⾦）、役務費、旅費、需⽤費、使⽤料及び賃借料、備品購入
費

県が必要と認めた額 10/10

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2③ B 継続 訪問看護ステーションサテライト設置事
業

指定訪問看護ステー
ション

訪問看護ステーションのサテライトを設置するための事務所設置及び訪問⾞両整備に要
する経費。ただし、訪問⾞両整備については、以下の条件を満たす場合に限るものとし、
当該⾞両の取得に要する経費のうち、⾃動⾞税、⾃動⾞重量税、保険料（⾃賠責保
険料を含む。）及びリサイクル料⾦（シュレッダーダスト料⾦、エアバッグ類料⾦、フロン類
料⾦、情報管理料⾦）は補助対象外とする。

・訪問看護⽤の新規⾞両整備（現有⾞両の買い替えではなく、増⾞に該当するも
の。）であること。
・事務所を設置した年度中に整備する⾞両であること。

①事務所設置
・１年目　賃借料一⽉あたり50千円
　　　　　　敷⾦200千円
・２年目　賃借料一⽉あたり50千円
②訪問⾞両整備　1,000千円

10/10

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2④ A 継続 在宅医療普及啓発事業

病院、有床診療所、
その他在宅医療の普
及啓発に寄与すると
県が認めた者

在宅医療に関する地域住⺠への普及啓発に必要な次の経費
報償費（謝⾦）、賃⾦、旅費、需⽤費（消耗品費、⾷糧費、印刷製本費）、役務
費（通信運搬費、⼿数料）、使⽤料及び賃借料、委託料 1か所当たり1,000千円 10/10
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

A 継続
県薬剤師会、県リハ
ビリテーション専門職
連絡協議会、病院

在宅医療関係者の多職種連携研修や各専門職の質の向上に資する研修、在宅医
療・介護の連携を担うコーディネーターを育成するための研修及び関連する委員会の実
施に必要な次の経費

事業の実施に必要な報償費、旅費、需⽤費（消耗品費、⾷糧費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費、⼿数料）、使⽤料及び賃借料、委託料

県が必要と認めた額 10/10

A 継続 県⻭科医師会、地
区⻭科医師会

在宅⻭科医療を実施する⻭科医師・⻭科衛⽣⼠等を養成・確保するための講習会・
研修会等の開催及び関連多職種（⻭科医師、医師、⻭科衛⽣⼠、看護師、⾔語聴
覚⼠等）を対象とした研修・実習に要する経費（報償費、旅費、需⽤費（消耗品
費、⾷糧費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費、⼿数料）、使⽤料及び貸借
料）、委託料

県が必要と認めた額 10/10

A 継続 県薬剤師会

通院が困難な在宅患者を訪問して薬歴管理、服薬指導、服薬⽀援、薬剤服⽤状況
及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を⾏う訪問薬剤管理指導の導入研
修の実施に必要な次の経費

事業の実施に必要な報償費、旅費、需⽤費（消耗品費、⾷糧費、印刷製本費）、
役務費（通信運搬費、⼿数料）、使⽤料及び賃借料、委託料

県が必要と認めた額 10/10

2⑥ A 継続 訪問看護師養成研修参加⽀援事業

病院、診療所、指定
訪問看護ステーショ
ン、介護⽼人保健施
設、特別養護⽼人
ホーム

⿃取県訪問看護職員養成講習会受講者の受講期間（移動に要する期間は含まな
い。）中の人件費（給料等の基本給で各種⼿当等は含まない。）

１か所当たり次により算出された額
⽇額7,875円×受講⽇数（１3⽇を限度とす
る。）×受講人数（e-ラーニング期間は除
く。）

10/10

2⑦ A 継続 新人訪問看護師同⾏訪問⽀援事業 指定訪問看護ステー
ション

週24時間以上勤務する新人訪問看護師を新たに雇⽤し、その者について同⾏訪問を
⾏う訪問看護師に係る人件費（給料等の基本給で各種⼿当等は含まない。）のうち
⽇額10,000円以内の額

新人訪問看護師1人あたり次により算出された
額
⽇額10,000円×同⾏訪問⽇数（40⽇を限
度とする）

10/10

2⑧ A 継続 訪問看護師待機⼿当⽀援事業 指定訪問看護ステー
ション 訪問看護を⾏う看護職員に対して事業所が⽀払う呼出待機⼿当

１事業所1⽇当たりの看護職員の待機に対し
て⽀払う看護職員呼出待機⼿当として、次に
より算出された額
看護職員待機⼿当⽇数（勤務時間外に待
機を命じた⽇数－当該待機を命じた⽇に実際
に勤務した⽇数）×5,000円

1/2

医療介護連携のための多職種連携等
研修事業2⑤

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2.居宅等にお
ける医療の提
供
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

（１）機能強化型訪問看護管理療養費１または２を算定することを目的に、新規に
雇⽤する常勤看護職員の人件費（補助対象期間は１２か⽉を限度とする。） １か所あたり４，０００千円 1/2

（２）訪問看護を⾏うために必要な⾞両、医療機器等の設備整備費
※設備の価格は１品につき１００，０００円を下限とする。
※⾞両整備は、現有⾞両の買替えではなく、増⾞に該当し、かつ、増⾞が必要なことに
合理的な理由がある場合に限る。
※当該⾞両の取得に要する経費のうち、⾃動⾞税、⾃動⾞重量税、保険料（⾃賠責
保険料を含む。）及びリサイクル料⾦（シュレッダーダスト料⾦、エアバッグ類料⾦、フロン
類料⾦、情報管理料⾦）は補助対象外とする。

１か所あたり２，０００千円 2/3

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑩ A 継続 職場環境改善による訪問看護職員定
着促進事業

指定訪問看護ステー
ション

現に雇⽤している看護職員の産前産後休業、育児休業及び介護休業（以下「産休
等」という。）の取得にあたって、新規に雇⽤する代替看護職員の人件費
※１事業所につき、産休等を取得する看護職員１名に係る代替職員分のみを補助対
象とし、当該産休等取得職員の代替として複数名の職員を雇⽤した場合であっても、１
⽇あたり実人数１名分を申請の限度とする。（補助対象期間は１２か⽉を限度とす
る。）

１か所あたり１，９８５千円 1/2

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑪ B 継続 在宅医療推進事業 病院、診療所、指定
訪問看護ステーション

訪問看護・在宅医療の充実、精神科在宅復帰等を推進するため、訪問診療、訪問看
護、訪問リハビリテーション等（以下「訪問診療等」）に⽤いるための施設改修⼜は利
⽤者の居宅において訪問診療等を⾏うにあたり必要となる設備整備を⾏うために要する
経費。ただし、⾞両整備については、以下の条件を満たす場合に限るものとし、当該⾞
両の取得に要する経費のうち、⾃動⾞税、⾃動⾞重量税、保険料（⾃賠責保険料を
含む。）及びリサイクル料⾦（シュレッダーダスト料⾦、エアバッグ類料⾦、フロン類料⾦、
情報管理料⾦）は補助対象外とする。

・訪問看護、訪問診療⼜は訪問リハビリテーション⽤の新規⾞両整備（現有⾞両の買
い替えではなく、増⾞に該当するもの。）であること。
・訪問診療等の推進にあたり増⾞が必要なことについて合理的な理由があること。

１か所当たり　2,000千円 1/2

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑫ A 継続 在宅⻭科医療拠点・⽀援体制整備事
業 県⻭科医師会

在宅⻭科医療連携室の運営及び貸出⽤の訪問⻭科診療の医療機器の整備に必要
な経費（会議費、研修会開催費、人件費、事務費、備品購入費、委託料（県⻭科
医師会から地区⻭科医師会への委託料に限る。））

1か所当たり20,000千円 10/10

指定訪問看護ステー
ション2⑨ A 継続 訪問看護ステーション機能強化推進事

業

機能強化型訪問看護管
理療養費１または２を
算定することを目的に、
以下のアからエに掲げる
全ての事項を実施する事
業をいう。ただし、機能強
化型訪問看護管理療養
費１を既に算定している
事業所及び機能強化型
訪問看護療養費３の算
定を目指す事業所は、
本事業の対象外とする。
ア　新規に常勤看護職
員を雇⽤すること。
イ　本事業を活⽤し、訪
問看護を⾏うために必要
な⾞両や医療機器等の
設備を新規で整備するこ
と。
ウ　本補助⾦の交付申
請後、当該事業所に勤
務する看護職員が訪問
看護に関する研修を受
講するよう努めること。
エ　本補助⾦の交付申
請後、看護学⽣の実習
受入れを⾏うよう努めるこ
と。

2.居宅等にお
ける医療の提
供
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑬ A 継続 訪問⻭科衛⽣⼠養成⽀援事業 県⻭科医師会
訪問⻭科衛⽣⼠を養成⽀援するための研修に必要な次の経費
報償費（謝⾦）、賃⾦、旅費、需⽤費（消耗品費、印刷製本費）、役務費（通信
運搬費）、使⽤料及び賃借料

県が必要と認めた額 10/10

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑭ B 継続 在宅⻭科診療設備整備事業

⻭科を標榜する病院
及び診療所、⻭科
診療所、地区⻭科
医師会

在宅⻭科診療に必要な医療機器等の備品購入費（ただし初度設備に限る。） １か所当たり　3,638千円 2/3

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑮ A 継続 訪問看護ステーション安全確保対策推
進事業

指定訪問看護ステー
ション

安全確保に必要な機器等の整備費⽤
（１）通話録音装置
（２）下記にあげる防犯装置整備を導入するために必要な機器及び導入に必要なシ
ステム等
①警備会社によるセキュリティシステムを導入するために必要な機器
②防犯機器
・位置検索機能・緊急呼び出し機能付き防犯ブザー
・防犯ボタン付き携帯電話

１か所当たり１００千円
（１）、（２）ともに、一事業所につき申請
限度は1回とする。
※（１）⼜は（２）のみ申請した場合は、他
⽅を翌年度以降に申請することは可能。

1/2

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑯ A 継続 訪問看護の体制充実⽀援事業 県看護協会

中山間地域の訪問看護体制確保⽀援事業及び訪問看護の複数名訪問⽀援事業の
実施に要する次の経費

事業の実施に必要な人件費、旅費、需⽤費、役務費、備品購入費、使⽤料及び賃借
料

知事が必要と認めた額 10/10

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑰ A 継続 中山間地域の訪問看護体制確保⽀援
事業

指定訪問看護ステー
ション

中山間地域の利⽤者への訪問看護の提供に係る経費
（訪問看護ステーションから訪問先までが片道30分以上１時間未満の場合に限る）

中山間地域への訪問件数×1,300円
（R8年度は単価が2,000円に変更となる可
能性あり）

10/10 県看護協会への間接補
助

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑱ A 継続 訪問看護の複数名訪問⽀援事業 指定訪問看護ステー
ション

利⽤者等からの暴⼒⾏為等に対応するため、複数名の訪問者による訪問看護を⾏う場
合の経費（利⽤者等からの同意が得られないために診療報酬の加算が適⽤されない場
合に限る）

複数名訪問回数×2,250円 10/10 県看護協会への間接補
助

2.居宅等にお
ける医療の提
供

2⑲ A 新規 訪問看護熱中症対策⽀援事業 訪問看護ステーション 家庭訪問を⾏う際の熱中症対策に必要な物品（空調服、保冷剤⽤冷蔵ボックス等）
を購入する費⽤

１か所当たり300千円（１事業所につき申請
限度は１回とする） 1/2
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

4.医療従事者
の確保 3① A 継続 産科医等確保⽀援事業 分娩を取り扱う病

院、診療所
分娩を取り扱う産科・産婦人科医及び助産師に⽀給する分娩⼿当及び帝王切開を⽀
援した医師に対して⽀給する報償費

分娩件数×１０，０００円
ただし、診療所については、帝王切開を⽀援し
た医師（当該診療所に所属する医師を除
く。）がいる場合、帝王切開件数×５，００
０円×対象医師数（２名を上限とする。）を
加算する。

1/3

4.医療従事者
の確保 3② A 継続 助産師等待機⼿当⽀援事業 分娩を取り扱う病

院、診療所
分娩を取り扱う助産師・看護師・准看護師に対して、処遇改善を目的として勤務時間
外に待機を命じた⽇に応じて⽀給される呼出待機⼿当

１か所当たり次により算出された額
呼出待機⼿当⽀給⽇数（勤務時間外に待
機を命じた⽇数－当該待機を命じた⽇に実際
に勤務した⽇数）×５，０００円

1/2

4.医療従事者
の確保 3③ A 継続 救急勤務医⽀援事業

第⼆次救急医療機
関、総合周産期⺟
子医療センター⼜は
地域周産期⺟子医
療センター

休⽇・夜間に救急対応を⾏う医師に⽀払われる救急勤務医⼿当
※救急勤務医⼿当とは、宿⽇直⼿当や超過勤務⼿当とは別に、医師の救急医療への
参画を条件に当該医療機関に勤務する職員に対して⽀給される⼿当であることが就業
規則等に明記されたものとする。

１人１回当たり
休⽇（⽇中）４，５２３円
夜間６，２２０円

1/3

4.医療従事者
の確保 3④ A 継続 新⽣児医療担当医確保⽀援事業 ＮＩＣＵを設置する

病院
NICUにおいて新⽣児を担当する医師の処遇改善を目的として⽀給されるNICUに入院
する新⽣児に応じて⽀給される⼿当（新⽣児担当医⼿当等） 新⽣児１人当たり　１０，０００円 1/3

4.医療従事者
の確保 3⑤ B 継続 ⼥性医師就業環境整備事業 病院、診療所

⼥性医師の就業環境整備のために必要な⼥性専⽤休憩室、更⾐室、授乳室、搾乳
室、トイレ、洗⾯所、シャワー室、当直室等の施設整備費（設計費、工事費、工事請
負費）及び備品購入費

１か所当たり　１，０００千円 1/2

4.医療従事者
の確保 3⑥ A 継続 ⻭科衛⽣⼠復職⽀援事業 県⻭科医師会、地

区⻭科医師会

⻭科衛⽣⼠の復職⽀援に係る事業に必要な経費（報償費、旅費、需⽤費（消耗品
費、印刷製本費）、役務費（通信運搬費、⼿数料、広告料）、備品購入費、使⽤
料及び賃借料、委託費）

１か所当たり　２，４００千円 10/10
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事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考
新人看護職員研修ガイドラインに基づく、新人看護職員（主として免許取得後初めて
就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。）研修に要する経費
次の(1)、(2)及び(3)により算出された額の合計額とする。

(1)研修経費
研修責任者経費（謝⾦、人件費、⼿当）、報償費、旅費、需⽤費（印刷製本費、
消耗品費、会議費、図書購入費）、役務費（通信運搬費、雑役務費）、使⽤料及
び賃借料、備品購入費、賃⾦（外部の研修参加に伴う代替職員経費）

新人看護職員が１名のとき４４０千円（ただ
し、新人保健師研修・新人助産師研修のいず
れかを含む場合５８６千円）
新人看護職員が２名以上のとき６３０千円
（ただし、新人保健師研修・新人助産師研修
のいずれかを含む場合７７６千円、新人保健
師研修・新人助産師研修の両⽅を含む場合
９２２千円とする。）

(2)教育担当者経費（謝⾦、人件費、⼿当） 新人看護職員５名以上の場合に５名ごとに
２１５千円
(注)
新人看護職員の人数は、当該年度の４⽉末
現在に在職している新人看護職員、新人保健
師及び新人助産師であって、それぞれの研修に
参加する人数とし、上限を70名とする。
なお、新人看護職員研修、新人保健師研修
⼜は、新人助産師研修の複数の研修を実施
する施設において、複数の研修に参加する者は
１名として計上する。

(3)医療機関受入研修事業経費
教育担当者経費（謝⾦、人件費、⼿当）、需⽤費（消耗品費、印刷製本費、会議
費、図書購入費）、役務費（通信運搬費、雑役務費）、使⽤料及び賃借料、備品
購入費

１〜４名を受け入れる場合、１施設当たり１
１３千円
５〜９名を受け入れる場合、１施設当たり２
２６千円
10〜14名を受け入れる場合、１施設当たり
５６６千円
15〜19名を受け入れる場合、１施設当たり
８４９千円
20名以上受け入れる場合、１施設当たり
１，１３２千円
受け入れる新人看護職員数が20名を超える
場合、１名増すごとに４５千円
（注）
１　医療機関受入研修事業は複数⽉で実施
すること。
２　医療機関受入研修事業における受入人
数については、１人当たり年間40時間で１人
とし、上限は30人とする。なお、１人40時間に
満たない場合は、複数人で40時間となれば１
人とする。

4.医療従事者
の確保 3⑧ A 継続 助産師資質向上⽀援事業 県看護協会

助産師の資質及び実践⼒向上のための助産師の習熟度に応じた研修会に係る次の経
費
報償費（謝⾦）、役務費、旅費、需⽤費（消耗品費、印刷製本費、⾷料費）、使
⽤料及び賃借料

県が必要と認めた額 1/2

A

2/3

3⑦

新人看護職員を採
⽤した病院、診療
所、介護⽼人保健
施設、指定訪問看
護ステーション、介護
⽼人福祉施設

4.医療従事者
の確保

1/2

継続 新人看護職員研修事業

8/13



事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

4.医療従事者
の確保 3⑨ A 継続 認定看護師及び認定看護管理者養成

研修受講補助事業

（ア）病院、県看護
協会
（イ）⾃治体⽴、国
⽴⼤学法人⽴、独
⽴⾏政法人国⽴病
院機構⽴及び、独
⽴⾏政法人労働者
健康福祉機構⽴の
病院

（ア）認定看護管理者研修のサードレベルの受講に要する旅費、受講料、資料代

（イ）公益社団法人⽇本看護協会が認定看護師教育機関として認定した施設（⽇
本看護協会認定看護師規則第11条の規定に基づき認定した施設をいう。）及び一
般社団法人⽇本精神科看護協会施設が実施する認定看護師養成研修へ看護職員
を派遣し、当該研修会の受講に要する経費として負担した経費(入学⾦、授業料、実
習料)。（受講申込⼿続の都合上、当該研修の受講年度が経費を負担した年度の翌
年度となる場合を含む。）

（ア）看護職員１人当たり　５００千円

（イ）看護職員１人当たり　７５０千円
10/10

受講料については、受講
申込⼿続の都合上、当
該研修の受講年度が経
費を負担した年度の翌年
度となる場合を含む。
（Ｒ９年度研修の受講
料をＲ８年度中に負担
した場合）

次の(1)及び(2)により算出された額の合計額とする

看護師の特定⾏為
研修の指定研修機
関が実施する特定⾏
為研修に看護職員
を派遣する医療機
関、訪問看護事業
所

(1)看護師の特定⾏為研修の指定研修機関で⾏われる特定⾏為研修へ看護職員を
派遣するために当該研修会の受講に要する経費として負担した経費（旅費、受講料
（入学料、授業料）、実習料)。（受講申込⼿続の都合上、当該研修の受講年度が
経費を負担した年度の翌年度となる場合を含む。）

看護職員１人当たり（１人につき１回限り）
旅費２００千円
旅費を除く補助対象経費の合計５５０千円

受講料については、受講
申込⼿続の都合上、当
該研修の受講年度が経
費を負担した年度の翌年
度となる場合を含む。
（Ｒ９年度研修の受講
料をＲ８年度中に負担
した場合）

継続

看護師の特定⾏為
研修の指定研修機
関が実施する特定⾏
為研修に看護職員
を派遣する訪問看護
事業所

(2)訪問看護ステーションが特定⾏為研修への派遣者の代替職員を採⽤した場合の人
件費（報酬、賃⾦、共済費）。

１か所当たり次により算出された額
⽇額７，８７５円×採⽤⽇数
（７００千円を上限とする）

（１）看護師の特定⾏為研修として他施設から受け入れた受講⽣に対し実習指導を
⾏った医師⼜は看護師の人件費。

他施設から受け入れた受講⽣１人当たり
（１）医師及び看護師が指導に従事した場
合
　　６００千円
（２）医師⼜は看護師のどちらか一⽅が指導
に従事した場合
　　３００千円

定額

（２）看護師の特定⾏為研修として他施設の受講⽣を受け入れる（実習⼜はその⽀
援に限る）場合の実習⽤備品購入費 １か所当たり１，０００千円  1/2

4.医療従事者
の確保 3⑫ A 継続 中山間地域の病院看護師確保事業 公⽴病院及び公的

医療機関

看護師確保に課題を抱える中山間地の病院に看護師を派遣する公⽴病院等に対し、
看護師派遣に伴い新たに代替看護師を雇⽤する場合の人件費（報酬、賃⾦、共済
費）

看護師1人あたり人４，１６２千円
（看護師派遣1人につき代替看護師1人とす
る）

 1/2

4.医療従事者
の確保 3⑪ A 看護師の特定⾏為研修推進事業継続

看護師の特定⾏為研修受講補助事業
10/10

継続

看護師の特定⾏為
研修の指定研修機
関及び協⼒施設

A3⑩4.医療従事者
の確保

9/13



事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

4.医療従事者
の確保 3⑬ A 継続 看護師等養成所運営事業 看護師等養成所

（県⽴を除く）

１　教員経費
２　事務職員経費
３　⽣徒経費
４　実習施設謝⾦
５　へき地等の地域における養成所に対する重点的⽀援事業実施経費
６　新任看護教員研修事業実施経費

以下の基準の合計額に調整率を乗じて得た額

看護師養成所　※（　）内は准看護師養成
所
養成所１か所あたり
16,178,000円（8,080,000円）
専任教員増員分　1,842,000円
事務職員１か所当たり536,000円
⽣徒１人あたり15,500円（13,100円）を
乗じて得た額
へき地等の地域における養成所に対する重点
⽀援事業実施施設１か所当たり
1,087,000円（973,000円）
新任看護教員研修事業実施施設について受
講者１人当たり340,000円

（調整率）
定員181人以上０．９２
定員161人以上180人以下　０．９４
定員121人以上160人以下　１．００
定員81人以上120人以下　１．０２
定員80人以下　１．０４

10/10

＜R8年度より以下単価
を変更予定＞
・養成所１か所あたり
17,751,000円
（8,866,000円）
・専任教員増員分
2,061,000
・⽣徒１人あたり
16,000円（13,000
円）を乗じて得た額

4.医療従事者
の確保 3⑭ B 継続 看護教育教材整備事業 看護師等養成所

（県⽴を除く）

看護職員の養成に必要な図書・教材の整備に係る備品購入費（図書は「看護師等
養成所の運営に関する指導ガイドライン」別表7〜10に該当するものに限る。備品は取
得価格が10万円以上であるものに限る。）

１か所当たり　7,200千円 2/3

B 継続 看護師等養成所施設・設備整備事業
（施設整備）

看護師等養成所
（県⽴を除く）

看護師等養成所の管理運営に必要な施設整備費（設計費、工事費、工事請負
費） １か所当たり　3,000千円 1/2

B 継続 看護師等養成所施設・設備整備事業
（設備整備）

看護師等養成所
（県⽴を除く） 看護師等養成所の管理運営に必要な設備整備に要する経費 １か所当たり　1,000千円 1/2

4.医療従事者
の確保 3⑯ B 継続 看護師宿舎施設整備事業

病院、診療所（公
的団体及び地⽅公
共団体を除く）

病院の看護師宿舎の個室整備に伴う新築、増改築、改修に要する施設整備費（バル
コニー、廊下、階段等共通部門を含む。）（設計費、工事費、工事請負費）

次に掲げる基準⾯積に基準単価を乗じた額と
する。
基準⾯積︓看護師１人当たり３３㎡
基準単価︓鉄筋コンクリート178,500円、ブ
ロック156,000円、木造178,500円
（既存病床数が医療計画上の基準病床数に
占める割合が１０５％以上の場合は、０．
９５の調整率を乗ずる。）

1/3

次の（１）、（２）及び（３）により算出された額の合計額とする。

（１）看護教員養成講習会への派遣に要する旅費、受講料（入学料、授業料）、
資料代

県が必要と認めた額

（２）⼤学における看護教員養成への派遣に要する旅費、受講料（入学料、授業
料、検定料、学会等参加費）、資料代 県が必要と認めた額

（３）看護教員養成講習会⼜は⼤学への研修派遣者の代替看護職員を採⽤した場
合の人件費（報酬、賃⾦、共済費）

１か所当たり次により算出された額
⽉額２４８千円×採⽤⽉数×採⽤人数 10/10

1/2
（ただし

県⽴病院
のみ

10/10と
する。）

3⑰

4.医療従事者
の確保

A

3⑮

看護教員養成⽀援事業継続4.医療従事者
の確保

看護師等養成施設
（県⽴を除く）、病
院

10/13



事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

次の（１）、（２）により算出された額の合計額とする。

（１）実習指導者養成講習会の受講に要する旅費、受講料、資料代 県が必要と認めた額

（２）実習指導者養成講習会受講者の代替看護職員を採⽤した場合の人件費
（報酬、賃⾦、共済費）及び受講者人件費

１か所当たり次により算出された額
（代替人件費）⽇額７，８７５円×採⽤
⽇数
（人件費）⽇額７，５００円×受講⽇数

10/10

（３）訪問看護ステーションに限り、代替看護職員を採⽤しない場合、実習指導者養
成講習会受講者分に該当する人件費

１か所当たり次により算出された額
⽇額７，５００円×受講⽇数 10/10

B 継続 ⻭科技工⼠養成所施設・設備等整備
事業（施設整備） ⻭科技工⼠養成所 ⻭科技工⼠養成所の運営に必要な施設整備費（設計費、工事費、工事請負費） 県が必要と認めた額 2/3

B 継続 ⻭科技工⼠養成所施設・設備等整備
事業（設備整備） ⻭科技工⼠養成所 ⻭科技工⼠養成所の運営に必要な設備整備、教材の購入を⾏うために必要な経費 県が必要と認めた額

設備整備
2/3

教材の購
入

10/10

4.医療従事者
の確保 3⑳ A 継続 周産期医療に係わる専門的スタッフの

養成事業
⿃取⼤学医学部附
属病院

総合周産期⺟子医療センター及びＮＩＣＵにおける医師、看護師の負担を軽減し、
専門的スタッフの養成を⾏うために配置する、入院患者の家族⽀援を⾏う臨床⼼理⼠
⼜は公認⼼理師1名に係る人件費

県が必要と認めた額 10/10

4.医療従事者
の確保 3㉑ A 継続 医師等環境改善事業 病院、診療所、指定

訪問看護ステーション

医師事務作業補助者及び看護師事務作業代⾏職員（以下、「医療クラーク等」）に
係る当該年度の増員として、新たに採⽤⼜は配置換を⾏った場合（以下、「増員」）の
人件費及び派遣を受けた場合の委託料（年度途中に⾏った増員についても対象とす
る）。
※交付申請年度の前年度に⾏った増員で、増員後１２か⽉間にかかる人件費及び派
遣を受けた場合の委託料について交付申請年度にかかる部分は対象とする。（当該人
件費及び派遣を受けた場合の委託料について、交付申請年度の前年度に本事業の交
付決定を受けている場合に限る）

１か所当たり次により算出された額
⽉額２１０千円×事業⽉数（※１）×人数
（５名以内）（※２）
※１　⽉の中途から補助対象となる職員を雇
⽤した場合、⽇割りで算出する。
※２　補助対象となる職員が勤務時間中に医
療クラーク等としての業務以外の業務を⾏う場
合、医療クラーク等としての業務時間を正規の
勤務時間で除した数を乗じる。

1/2

4.医療従事者
の確保 3㉒ A 継続 病院内保育所運営事業

病院内保育所を設
置する病院（⾃治
体⽴病院及び公的
病院を除く。）

病院内保育所運営事業を⾏うために必要な保育⼠等の職員の人件費（給料、諸⼿
当等）及び委託料（内訳は人件費とする。）

（基本額－保育料収入相当額）×負担能
⼒指数による調整率
基本額
　1（2、4、6）人×180,800円×運営⽉数
　（加算額）
　24時間保育　 23,410円×運営⽇数
　病児等保育　187,560円×運営⽉数
　児童保育加算 10,670円×運営⽇数

2/3

4.医療従事者
の確保 3㉓ B 継続 病院内保育所施設整備事業 病院内保育所を設

置する病院
病院内保育所として必要な新築、増改築及び改修（既存の病院内保育所の改修は
除く。）に必要な施設整備費（工事費、工事請負費）

次に掲げる基準⾯積に基準単価を乗じた額
に、調整率を乗じて得た額
基準⾯積︓収容定員×５㎡（ただし、３０
人を限度とする。）
基準単価︓鉄筋コンクリート  148,300円、ブ
ロック  129,900円、木造  148,300円
（既存病床数が医療計画上の基準病床数に
占める割合が１０５％以上の場合は、０．
９５の調整率を乗ずる。）

1/2

4.医療従事者
の確保

4.医療従事者
の確保 看護職員実習指導者養成⽀援事業A 継続

3⑲

3⑱

1/2
（ただし、
特定分野
研修は

10/10と
する。）

病院、診療所、介護
保険関係施設

11/13



事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

4.医療従事者
の確保 3㉔ B 継続 共同利⽤型保育施設運営事業

⾃院及び他の医療機
関（病院、診療所、助
産所、指定訪問看護
ステーション）の職員の
子を対象とし、以下の
要件を満たす保育施
設を設置する病院
・定員の２割⼜は10
人以上を他の医療機
関の職員枠として確保
していること。
・夜間保育（原則、年
中無休）を実施してい
ること。
・病児・病後児保育
（夜間含む）を実施し
ていること。

病院内保育施設の運営を⾏うために必要な職員の人件費（給料、諸⼿当等）及び
委託料（内訳は人件費とする。） 県が必要と認めた額 2/3

4.医療従事者
の確保 3㉕ B 継続 共同利⽤型保育施設・設備整備事業 共同利⽤型院内保

育所を設置する病院
病院内保育を⾏うために必要な施設整備費（設計費、工事費、工事請負費）及び
設備整備費 県が必要と認めた額 2/3

4.医療従事者
の確保 3㉖ A 継続 ⼩児救急医療⽀援事業

市町村（市町村が
組織する地⽅⾃治
法（昭和２２年法
律第６７号）第２
８４条第１項に規
定する組合を含む）

⼩児救急医療に係る休⽇夜間の診療体制の整備に必要な給与費（常勤職員給与
費、非常勤職員給与費、法定福利費等とする。)及び報償費（医師雇上謝⾦とす
る。）

26,310円×診療⽇数 2/3

4.医療従事者
の確保 3㉗ A 継続 地域医療連携研修会開催⽀援事業

医療機関、県医師
会、地区医師会、県
が適当と認める者

４疾病６事業に関して、地域の医療関係者が参加する連携推進等のための研修会等
の開催にかかる報償費（謝⾦）、役務費、旅費、需⽤費（消耗品費、印刷製本
費）、使⽤料及び賃借料、委託料、備品購入費

４疾病６事業ごとに１か所当たり２，０００
千円 2/3

4.医療従事者
の確保 3㉘ A 継続 ⿃取⼤学医学部附属病院腎センター

⽀援事業
⿃取⼤学医学部附
属病院 ⿃取⼤学医学部附属病院の「腎センター」の体制整備のために配置する医師の人件費 県が必要と認めた額 1/2

4.医療従事者
の確保 3㉙ A 継続 ロボット⽀援⼿術推進事業 ⿃取⼤学医学部附

属病院
⿃取⼤学医学部附属病院のロボット⽀援⼿術に関する教育研究活動に従事する者の
人件費 県が必要と認めた額 1/2

4.医療従事者
の確保 3㉚ A 継続 中山間地域におけるオンライン診療推

進事業
へき地医療拠点病
院等

医師不⾜の課題を抱える中山間地域等において⾏う以下の取組について補助する。
①オンライン診療を⾏うための情報通信機器等の導入に係る経費（オンライン診療に係
るシステム等のアカウント費⽤、初期設定費⽤等は初度経費に限る）
②オンライン診療時に患者の受診⽀援を⾏う看護師の派遣

①７５０千円
②１人当たりの時間単価２，０００円

①2/3
②定額

12/13



事業分類 事業番号 事業区分 継続・廃止 事業名 事業実施主体 補助対象経費 基準額 補助率 備考

4.医療従事者
の確保 3㉛ A 継続 中山間地域における地域の医療維持

⽀援事業

次に掲げる地域を含
む市町村
①過疎地域の持続
的発展の⽀援に関す
る特別措置法（令
和３年法律第19
号）第２条第１項
に規定する過疎地域
②山村振興法（昭
和40年法律第64
号）第７条第１項
に規定する振興山村
③特定農山村地域
における農林業等の
活性化のための基盤
整備の促進に関する
法律（平成５年法
律第72号）第２条
第１項に規定する特
定農山村地域

（１）複数の市町村（当該市町村⼜は当該市町村が組織する地⽅⾃治法（昭和
２２年法律第６７号）第２８４条第１項に規定する組合が設置する病院及び診
療所を含む）が連携して⾏う病院勤務医確保の取組として、次に掲げる経費
　①医師の募集に要する経費
　②医師の受入れに要する経費
　③医療機関間等の連携のために必要となるＩＣＴシステム構築経費
　④その他必要となる経費（原則、派遣医師の人件費を除く）

（２）⺠間診療所の新規開設・事業承継⽀援の取組として、次に掲げる経費
　①土地、建物の取得費
　②医療機器の取得費
　③建物の建設工事費及び改修工事費
　④看護師、医療技術者等の募集に要する経費
　⑤かかりつけ医療機関の機能強化に資する⾼額医療機器等の取得費

（１）20,000千円
（２）20,000千円（ただし、⑤の⽀援を⾏う
場合、30,000千円を加算する。）

1/2

4.医療従事者
の確保 3㉜ A 継続 特定技能制度を活⽤した看護補助者

確保事業 病院
介護福祉⼠の資格の取得を目指す外国人材を特定技能制度を活⽤して採⽤する際に
必要となる、外国人材の採⽤に要する初期費⽤及び医療現場で円滑に就労するための
環境整備に要する費⽤

県が必要と認めた額 1/2

4.医療従事者
の確保 3㉝ A 継続 病院看護職員等安全確保対策推進

事業 病院、診療所 看護職員等の安全確保のために通話録音装置を整備する費⽤ １施設当たり１００千円
一施設につき申請限度は1回とする。 1/2

6.勤務医の労
働時間短縮に
向けた体制整
備

4① A 継続 勤務医の労働時間短縮に向けた体制
の整備⽀援事業

県が必要と認めた医
療機関

事業の実施に必要な給与費、諸謝⾦、賃⾦、旅費、需⽤費（消耗　品費、印刷製本
費、会議費）、役務費（通信運搬費、雑役務費）、使⽤料及び賃借料、委託料、
備品購入費、工事請負費

133千円×病床数
※当該医療機関が病床機能報告により都道
府県へ報告している稼働病床数（ただし、療
養病床を除く）
※「精神科救急」を根拠とする場合は精神科
病床の稼働病床数

10/10
（ただし、
資産形成
に係る経
費に対し
ては1/2と
する。）

詳細は別紙２参照

6.勤務医の労
働時間短縮に
向けた体制整
備

4② A 継続
⼤学病院に対する勤務環境改善⽀援
（地域医療勤務環境改善体制整備
特別事業）

医師の育成・教育研
修を⾏う医療機関

医師の労働時間短縮に向けた取組として、「医師労働時間短縮計画」に基づく取組を
総合的に実施する事業に係る経費 １床当たりの標準単価︓２６６千円

10/10
（ただし、
資産形成
に係る経
費に対し
ては1/2と
する。）

詳細は別紙２参照

※上記の事業には、県の直営事業及び事業者へ委託して実施する事業は含まない。

13/13
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別記４  

 

地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 

 

 

１ 目的 

  地域医療構想（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 30 条の４第２項第７号に規定する「地

域医療構想」をいう。以下同じ。）の実現に向けた取組を支援することを目的とする。 

 

（１）単独支援給付金支給事業 

病院又は診療所であって療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をい

う。）又は一般病床（同項第５号に規定する一般病床をいう。）を有するもの（以下「医療

機関」という。）が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実

施する場合、減少する病床数に応じた給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に

向けた取組を支援することを目的とする。 

 

（２）統合支援給付金支給事業 

複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実

施し統合する場合、当該統合に参加する医療機関に給付金を支給することにより、地域医療

構想の実現に向けた取組を支援することを目的とする。 

 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

複数の医療機関が、地域の関係者間の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編を実

施し統合する場合、当該統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を、統合後に存続

する医療機関が新たに融資を受けて返済する際の、当該融資に係る利子の全部又は一部に相

当する額に係る給付金を支給することにより、地域医療構想の実現に向けた取組を支援する

ことを目的とする。 

 

２ 対象事業 

（１）単独支援給付金支給事業 

平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年７月１日時点の病床機能について、高度急

性期機能、急性期機能及び慢性期機能（以下「対象３区分」という。）と報告した病床数の

減少を伴う病床機能再編に関する計画（以下「単独病床機能再編計画」という。）を作成し

た医療機関の開設者又は開設者であった者を支給対象とした事業であって、次のすべての支

給要件を満たすものとする。なお、地域医療構想の実現を目的としたものではない病床機能

再編（経営困難等を踏まえた自己破産による廃院）は支給の対象とはならない。 

事業メニュー一覧（別紙１）
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① 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議（同法第 30 条の 14 第１項に規

定する「協議の場」をいう。以下同じ。）の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を

踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであるこ

と。  

② 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象３区分の許可病床数が、平

成 30 年度病床機能報告における対象３区分として報告された稼働病床数の合計の 90％以

下であること。 

 

（２）統合支援給付金支給事業 

平成 30 年度病床機能報告において、平成 30 年７月１日時点の病床機能について、対象３

区分と報告した病床数の減少を伴う、次のすべてを満たす統合計画に参加する医療機関（以

下「統合関係医療機関」という。）の開設者を支給対象とした事業であって、次のすべての

支給要件を満たすものとする。 

① 統合計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見

を踏まえ、都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものである

こと。 

② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化も含む。）

となること。 

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。 

④ 令和９年３月31日までに統合が完了する計画であり、すべての統合関係医療機関が計画

に合意していること。 

⑤ 統合関係医療機関の対象３区分の総病床数の10％以上減少すること。 

 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

地域医療構想の実現に資する統合計画に参加し、統合後に存続している医療機関であって、

統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに融資

を受けた医療機関（以下「承継医療機関」という。）の開設者を支給対象とした事業であっ

て、次のすべての支給要件を満たすものとする。 

① 地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ、都道府県

が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めた統合計画による統合後に存続し

ている医療機関であること。（（２）統合支援給付金支給事業による統合関係医療機関と

して認められていること。） 

② 統合関係医療機関のうち１以上の病院が廃止（有床診療所化又は無床診療所化も含む。）

となること。 

③ 統合後、統合関係医療機関のうち１以上の医療機関が運営されていること。 

④ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために金融機関から新たに
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融資を受けていること。 

⑤ 金融機関から取引停止処分を受けていないこと。 

⑥ 国税、社会保険料又は労働保険料を滞納していないこと。 

 

３ 助成額の算定方法 

（１）単独支援給付金支給事業 

① 平成30年度病床機能報告において、対象３区分として報告された病床の稼働病床数の合

計から一日平均実働病床数（対象３区分の許可病床数に対象３区分の病床稼働率を乗じた

数）までの間の病床数の減少について、対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１

床当たり下記の表の額を支給する。病床稼働率については、平成 30 年度病床機能報告の数

値を用いて算出するものとする。なお、平成 30 年度病床機能報告から令和２年４月１日ま

でに病床機能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成 30

年度病床機能報告時の対象３区分の稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対象３区分の

稼働病床数のいずれか少ない方を基準とすること。   

病床稼働率 減少する場合の１床当たりの単価 

５０％未満 １，１４０千円 

５０％以上６０％未満 １，３６８千円 

６０％以上７０％未満 １，５９６千円 

７０％以上８０％未満 １，８２４千円 

８０％以上９０％未満 ２，０５２千円 

９０％以上 ２，２８０千円 

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床

数の減少については、１床当たり2,280千円を交付する。 

③ 上記①及び②の算定に当たっては、以下の病床数を除くこと。 

・ 回復期機能、介護医療院に転換する病床数 

・ 過去に令和２年度病床機能再編支援補助金における地域医療構想を推進するための

病床削減支援給付金及び本事業の支給対象となった病床数 

・ 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、その融通した病床数 

 

（２）統合支援給付金支給事業 

① 統合関係医療機関ごとに、平成30年度病床機能報告において、対象３区分として報告さ

れた病床の稼働病床数の合計から一日平均実働病床数までの間の病床数の減少について、

対象３区分の病床稼働率に応じ、減少する病床１床当たり下記の表に基づいて算出された

額の合計額を支給する。病床稼働率については、平成 30 年度病床機能報告の数値を用いて

算出するものとする。なお、平成 30 年度病床機能報告から令和２年４月１日までに病床機

能再編や休棟等により稼働病床数に変更があった医療機関については、平成 30 年度病床機
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能報告時の対象３区分の稼働病床数又は令和２年４月１日時点の対象３区分の稼働病床数

のいずれか少ない方を基準とすること。 

病床稼働率 減少する場合の１床当たりの単価 

５０％未満 １，１４０千円 

５０％以上６０％未満 １，３６８千円 

６０％以上７０％未満 １，５９６千円 

７０％以上８０％未満 １，８２４千円 

８０％以上９０％未満 ２，０５２千円 

９０％以上 ２，２８０千円 

② 一日平均実働病床数以下まで病床数が減少する場合は、一日平均実働病床数以下の病床

数の減少については、１床あたり2,280千円を支給する。 

③ 上記①及び②の算定に当たっては、統合関係医療機関間の病床融通数、回復期機能への

転換病床数及び介護医療院への転換病床数を除く。 

④ 「重点支援区域の申請について」（令和２年１月 10 日付け医政地発 0110 第 1 号厚生労

働省医政局地域医療計画課長通知）に基づく重点支援区域として指定された統合関係病院

等医療機関については、上記①及び②により算定された金額に 1.5 を乗じて算定された額

の合計額を支給する。 

⑤ 「地域医療構想における推進区域及びモデル推進区域の設定等について」（令和６年７

月 31 日医政発 0731 第１号厚生労働省医政局長通知）に基づくモデル推進区域として設定

された区域内の統合関係病院等医療機関については、上記①及び②により算定された金額

に1.5を乗じて算定された額の合計額を支給する。 

 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

承継医療機関が統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融

機関から新たに受けた融資に対する利子の総額。ただし、融資期間は20年、元本に対する利

率は年0.5％を上限として算定する。 

 

４ 支給方法 

（１）単独支援給付金支給事業 

ア．申請及び支給の方法 

① 給付金の支給を受けようとする医療機関は、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添 

えて申請を行う。 

ⅰ 単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書 

ⅱ 単独病床機能再編計画（令和９年３月31日までのものに限る。） 

ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度の病床機能

報告の写し等 
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ⅳ 過年度に申請した単独支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書の写し（過年度に「令和 

２年度病床機能再編支援補助金における令和２年度地域医療構想を推進するための病床削

支援給付金」又は「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事

業のうち単独支援給付金支給事業」により支給を受けている場合に限る。） 

ⅴ 病床融通に関する概要（地域医療連携推進法人による病床融通や医療法第30条の４第10

項に基づく複数の公的医療機関等を含めた再編統合の特例等、複数の医療機関の病床機能

の分化・連携の取組により病床を融通する場合に限る。） 

② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ

た上で、審査を行い、支給の申請を受けた単独病床機能再編計画が地域医療構想の実現に向

けて必要な取組であるかの判断を行う。 

③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、当該医療機関に対して給

付金を支給する。 

イ．申請受付開始日及び申請期限 

① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申

請受付開始日を決定するものとする。 

② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において定める。 

 

（２）統合支援給付金支給事業 

ア．申請及び支給の方法 

① 統合後も存続する医療機関から本給付金に関する事務を一括して取り扱う医療機関（以下

「代表医療機関」という。）を定めるものとし、統合関係医療機関を代表して代表医療機関を

通じて、開設地の都道府県に対し、以下の書類を添えて申請を行う。 

ⅰ 統合支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書 

ⅱ 統合計画（代表医療機関以外の統合関係医療機関の副署があるもの） 

（以下の項目を必ず含むこととする） 

 ・ 統合に関する合意の内容（合意日、統合後の医療体制、移転を伴う場合は立地等） 

 ・ 統合に関するスケジュール 

 ・ 統合に関する資金計画（廃止となる医療機関に残債がある場合はその処理計画） 

ⅲ 病床稼働率算出の根拠となる平成30年度病床機能報告の写し又は令和元年度の病床機能

報告の写し 

② 都道府県は、地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会の意見を踏まえ

た上で、審査を行い、統合関係医療機関から支給の申請を受けた統合計画が地域医療構想の

実現に向けて必要な取組であるかの判断を行う。 

③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、代表医療機関に対して給

付金を支給する。 

④ 代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統合関係医
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療機関と協議を行うものとする。 

イ．申請受付開始日及び申請期限 

① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申

請受付開始日を決定するものとする。 

② 申請期限は、都道府県医療審議会の開催日程等を踏まえ、都道府県において定める。 

③ 判断の結果、都道府県が必要と認め、支給を承認した場合には、代表医療機関に対して給

付金を支給する。 

④ 代表医療機関は、他の統合関係医療機関に対する給付金の分配について、他の統合関係医

療機関と協議を行うものとする。 

 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

ア．申請及び支給の方法 

① 給付金の支給を受けようとする承継医療機関は、開設地の都道府県に対し、以下の書類を

添えて申請を行う。 

ⅰ 債務整理支援給付金支給申請書兼口座振込依頼書 

ⅱ 承継医療機関と廃止となる医療機関間の残債引継に関する申合せ書及び引継債務の明細

及び公認会計士等による意見聴取書（別添「手続実施結果報告書」）。なお、引継債務の明

細には、必ず以下の事項の記載を含むこと。 

・ 借入金 

   債務の内容や用途（事業用資産の取得、運転資金など）を記載し、借入申込書、金銭

消費貸借契約書等を添付すること。 

・ 買掛金、未払金などその他の債務 

  債務の内容、金額、相手先を記載すること。 

ⅲ 統合によって廃止となる医療機関の未返済の債務を返済するために、金融機関から新た

に受けた融資の貸付契約書（廃止医療機関の残債の返済に関する融資である旨の記載があ

ること。）の写し及びこれに係る償還年次表 

ⅳ 国税の納税証明書、社会保険料納入証明書及び労働保険料等納入証明書 

ⅴ 医療機関統合支援給付金の申請を行っている場合はその申請書の写し、既に交付決定を

受けている場合は、交付決定通知書の写し 

② 都道府県は、審査の上、給付金を支給する。なお、医療機関統合支援給付金の統合関係医

療機関ではない場合は対象とすることはできない。 

イ．申請受付開始日及び申請期限 

① 都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた上で、申

請受付日を決定するものとする。 

② 申請期限は必要な事務手続きの期間等を考慮して都道府県において定める。 
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５ 給付金の返還  

（１）単独支援給付金支給事業    

都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が、以下の①から③

に定める事項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求め

ること。 

① 単独病床機能再編計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合 

② 給付金の支給を受けた日から令和９年３月31日までの間に、同一の構想区域（医療法第

30 条の４第２項第７号に規定する構想区域をいう。以下同じ。）に開設する医療機関におい

て、対象３区分の許可病床数を増加させた場合（ただし、特定の疾患にり患する者が多く

なる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増

加させる場合はこの限りではない。） 

③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合 

 

（２）統合支援給付金支給事業 

都道府県知事は、給付金の支給を受けた統合関係医療機関が、以下の①から③に定める事

項のいずれかに該当する場合、支給を行った給付金の全額又は一部の返還を求めること。 

① 統合計画に記載の内容について達成が見込めなくなった場合 

② 統合関係医療機関が、給付金の支給を受けた日から令和９年３月31日までの間に対象３

区分の許可病床数を増加させた場合（ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事

情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場

合はこの限りではない。） 

③ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合 

 

（３）債務整理支援給付金支給事業 

① 都道府県知事は、給付金の支給を受けた開設者が、以下のⅰ又はⅱに定める事項に該当

する場合、支給を行った給付金全額の返還を求めること。 

ⅰ 給付金の支給を受けた日から令和９年３月31日までの間に、同一の構想区域に開設す

る医療機関において対象３区分の許可病床数を増加させた場合（ただし、特定の疾患に

り患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場

合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。） 

ⅱ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合 

② 給付金の支給を受けた開設者は、本給付の支給を受けた後、融資先の変更や繰り上げ返

済等により本給付申請時の元本の年率（上限0.5％）を下回ることとなり、新たな年率適用

後の給付金残額が当初の年率を踏まえた給付金残額と比して上回ることとなった場合、差

額を都道府県知事へ返還すること。 
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別記４ 

 

Ⅰ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

１ 事業実施主体 

   地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県

知事が認める（１）に掲げる医療機関が行う（２）の事業を行う者とする。 

 （１）対象医療機関 

  次のいずれかを満たす医療機関。 

① 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによ

る搬送件数が、年間で 1,000 件以上 2,000 件未満であり、地域医療に特別な役

割がある医療機関 

② 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによ

る搬送件数が、年間で 1,000 件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当ては

まる医療機関 

ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で 500 件以上であり、地域医療に特

別な役割がある医療機関 

イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しな

いなど、特別な理由の存在する医療機関 

③ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機

関 

ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働

く医療を提供している場合 

イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一

定の実績と役割がある場合など、５疾病６事業で重要な医療を提供している

医療機関 

④ 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関 

   ※①及び②の救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により都道府県

へ報告している４月から３月までの 1年間における実績とする。 

（２）対象事業 

医師の労働時間短縮に向けた取組として、医療機関が作成した「医師労働時間短縮計画」 

    に基づく取組を総合的に実施する事業であって、次の①～④のいずれをも満たすこと。 

① 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要性

等について提言するための責任者を配置すること。  

② 年の時間外・休日労働が 960 時間を超える又は超えるおそれがある医師を雇用している

医療機関で、労働基準法第36条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ協定

（以下「36協定」という。）において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の

上限が720時間を超えていること。  

事業メニュー一覧（別紙２）
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※「年の時間外・休日労働が960時間を超えるおそれがある医師を雇用している医療機関」

は、「年の時間外・休日労働が720時間を超え、960時間以下の医師を雇用している医療

機関」をいう。 

③ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師労働

時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成すること。

その上で、特定労務管理対象機関においては、Ｇ－ＭＩＳに登録すること。また、当該委

員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催しているこ

と。 

※ 実際に労働時間が短縮していることは毎年、本補助金の実績報告時に確認するものと

する。 

④ 「医師労働時間短縮計画」に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開

すること。 

 

２ 補助対象経費 

   「１（２）対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費。 

   ※診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場

合、その加算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、そ

の加算を取得していない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならな

い範囲においては本事業の対象とすることができる。 

 

３ 基準額 

（１） 当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数（療

養病床除く。１（１）③において「精神科救急」を根拠とする対象医療機関の場

合は病床機能報告における同時点での精神病床の最大使用病床数とする。）１床

当たり、133 千円を標準単価とし、当該病床数に乗じて得た額を補助額の基準と

し、経費に対してそれぞれ別表の６の補助率を乗じて得た額とを比較して少ない

額とする。 

ただし、報告している病床数が 20床未満の場合は、20床として算定する。 

（２） 以下、①を満たす場合に、１床当たりの標準単価を 266 千円まで可とする（令和８年度

までの措置）。 

令和９年度以降については、令和８年度以降に医療機関勤務環境評価センターの評価を受

けた医療機関であって、①～③を満たす場合に、②、③の該当する要件に応じて示す額を

標準単価に加算した額とすることを可とする。  

① 以下のいずれかを満たすこと。 

ア 「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学

病院本院であること。 

イ 医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は    
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連携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下表に示す時間外・休

日労働時間を超過する 36 協定を締結する特定地域医療提供医師（Ｂ水準医師）又は

連携型特定地域医療提供医師（連携Ｂ水準医師）がいなかったこと。また、面接指導

養成講習を修了している者が、３人以上又は特定対象医師 10 人あたり１人以上いる

こと。 

令和６年度の時間外・休日労働時間 1,860時間 

令和７年度の時間外・休日労働時間 1,785時間 

令和８年度の時間外・休日労働時間 1,710時間 

② 対象項目（必須項目以外の項目のうち一定の項目）の達成数に応じて最大１床あたり93

千円まで加算した額を標準単価とすることを可とする。  

③ 以下の左欄のいずれかに該当する場合、右欄の額を加算した額を標準単価とすることを

可とする。 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が１項目 １床あたり13千円 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が２項目 １床あたり27千円 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が３項目以上 １床あたり40千円 
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Ⅱ 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業 

１ 事業実施主体 

   医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能

又は高度な技能の習得できるような医師を育成する医療機関（以下「医師を育成する

医療機関」という。）のうち、病床あたりの医師数を一定数以上確保し、あるいは幅広い症例

に対応するための多領域の診療科を設置した上で、病院としての指導体制を整備し、医師を育

成する医療機関として都道府県知事が認める（１）に掲げる医療機関が行う（２）の事業を行

う者とする。 

（１）対象医療機関 

次のいずれかを満たす医療機関。 

① 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院又は基本19領域のい

ずれかの領域における専門研修基幹施設であって、「一般病床の許可病床数 100 床あたり

の常勤換算医師数が40人以上」かつ「常勤換算医師数が40人以上」の医療機関 

※常勤換算医師数は、病床機能報告により都道府県へ報告している医師数（非常勤医師数

を含む） 

② 地域医療に特別な役割を担う医療機関のうち、基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のう

ち10以上の領域において専門研修基幹施設である医療機関 

（２）対象事業 

医師の労働時間短縮に向けた取組として、（１）に該当する医療機関が作成した「医師労

働時間短縮計画」に基づく取組を総合的に実施する事業であって、次の①～④のいずれにも

該当すること。 

① 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握とその改善の必要

性等について提言するための責任者を配置すること。 

② 年の時間外・休日労働が 960 時間を超えるまたは超える恐れがある医師を雇用してい

る医療機関で、労働基準法第36 条に規定される労働組合若しくは労働者の代表と結ぶ

協定（以下「36 協定」という。）において全員又は一部の医師の年の時間外・休日労

働時間の上限が720 時間を超えていること。 

③ 医療機関内に多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議を設置し、「医師

労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮計画」を作成す

ること。その上で、特定労務管理対象機関においては、Ｇ－ＭＩＳに登録すること。

また、当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じ

て開催していること。 

④ 医師労働時間短縮計画に基づく取組事項を当該医療機関内に掲示する等の方法で公開

すること。 

 

２ 補助対象経費 

「１（２）対象事業」に定めた総合的な取組に要する経費。 
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※診療報酬により医師事務作業補助体制加算及び看護補助加算を取得している場合、その加

算の対象範囲において更に本事業の対象とすることはできないが、その加算を取得してい

ない場合又は加算を取得していてもその加算対象とならない範囲においては本事業の対象

とすることができる。 

 

３ 基準額 

（１）当該医療機関が病床機能報告により都道府県へ報告している最大使用病床数（療養病床除

く。）１床当たり、133 千円を標準単価とし、当該病床数に乗じて得た額を補助額の基準

とし、経費に対してそれぞれ別表の６の補助率を乗じて得た額とを比較して少ない方の額

とする。 

ただし、報告している病床数が20 床未満の場合は、20 床として算定する。 

（２）以下、①を満たす場合に、１床当たりの標準単価を266 千円まで可とする（令和８年度ま

での措置）。 

令和９年度以降については、令和８年度以降に医療機関勤務環境評価センターの評価を

受けた医療機関であって、①～③を満たす場合に、②、③の該当する要件に応じて示す

額を標準単価に加算した額とすることを可とする。 

① 以下のいずれかを満たすこと。 

ア  「大学病院改革ガイドライン」に基づき、「大学病院改革プラン」を策定した大学

病院本院であること。 

イ  医療機関勤務環境評価センターの評価を受審した特定地域医療提供医療機関又は連

携型特定地域医療提供医療機関であって、各年度において、下表に示す時間外・休日

労働時間を超過する 36 協定を締結する特定地域医療提供医師（Ｂ水準医師）又は連

携型特定地域医療提供医師（連携Ｂ水準医師）がいなかったこと。また、面接指導養

成講習を修了している者が、３人以上又は特定対象医師10 人あたり１人以上いるこ

と。 

令和６年度の時間外・休日労働時間 1,860時間 

令和７年度の時間外・休日労働時間 1,785時間 

令和８年度の時間外・休日労働時間 1,710時間 

② 対象項目（必須項目以外の項目のうち一定の項目）の達成数に応じて最大１床あたり

93 千円まで加算した額を標準単価とすることを可とする。 

③ 以下の左欄のいずれかに該当する場合、右欄の額を加算した額を標準単価とすること

を可とする。 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が１項目 １床あたり13千円 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が２項目 １床あたり27千円 

評価項目79～81（アウトカム項目）の改善数が３項目以上 １床あたり40千円 
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４ 交付条件 

   更なる地域医療への貢献（医師不足地域の医療機関への代診医派遣等）に努めるこ

と。 


